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東京都国民健康保険団体連合会  

介護福祉課 障害福祉係 

 

 

電子証明書更新申請について 

 

平素、本会の事業運営につきまして、ご理解を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、平成２６年８月１８日から、代理人申請や代理人請求に必要な電子証明書発行申請を一括して

行う「代理人申請電子請求受付システム」が稼働しました。 

これに伴い、電子証明書の更新申請の際に、代理人が請求する制度（障害者総合支援のみ、障害者総

合支援と介護保険、介護保険のみ）により以下の３種類の電子証明書から選択することになりました。 

また、電子証明書の有効期間についても１年間から３年間へ改定されました。 

下記の事項にご注意いただき、更新申請いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 電子証明書の更新申請について 

① 今後３年間、障害総合支援事業所のみ代理請求を行う場合 

→障害者総合支援証明書を更新申請してください。（有効期間３年間：７，８００円） 

    ※この電子証明書では介護保険の請求はできません。障害者総合支援のみ請求ができます。 

 

② 障害者総合支援事業所の代理請求のみ行っているが、今後３年以内に介護保険事業所の代理請

求を現在の代理人ＩＤで行う場合 

→介護・障害共通証明書を更新申請してください。（有効期間３年間：１３，９００円） 

     ※この電子証明書は介護保険と障害者総合支援の請求ができます。 

 

③ 介護保険事業所のみ代理請求を行う場合 

→介護保険証明書を更新申請してください。（有効期間３年間：１３，２００円） 

※この電子証明書は介護保険のみ請求ができます。 

 

２ その他 

障害者総合支援の電子証明書を取得後に、介護保険事業所の代理請求を行う場合は、別途「介護・ 

 障害共通証明書」の更新申請が必要なため、新たに１３，９００円の電子証明書発行手数料をお支払

いただくことになります。 

その場合、既に取得済みの障害総合支援の電子証明書発行手数料７，８００円の返金はできません 

ので、更新申請の際には請求する制度から必要となる電子証明書を正しく選択していただきますよう

ご留意ください。 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

東京都国民健康保険団体連合会 介護福祉部 介護福祉課 障害福祉係 

電 話 ０３－６２３８－０２２４  ＦＡＸ ０３－６２３８－００９５ 

受付時間 平日９：００～１７：００ 

  


